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重要取組シート 

取組項目 全員喫食制の中学校給食への取組 

現状・課題 

【現状】 

 R3.6～ 「堺市 PFI 事業検討委員会」の開催（第 1～4回） 

R3.10 「堺市中学校給食改革実施計画」※の策定 

※給食センターの整備を主な内容として「堺市中学校給食改革実施方

針」で示したことを具現化するためのもの。 

 R 4 . 3 「（仮称）堺市立第 1学校給食センター整備運営事業」及び「（仮称）堺市

立第 2学校給食センター整備運営事業」を PFI法第 7条に規定する特定

事業として選定 

【課題】 

・全中学校での全員喫食制給食の初めての実施に向けて、給食に関する衛生管理、

給食指導・食物アレルギー対応の校内体制構築が必要。 

・栄養教諭による中学校の食育推進を行うが、国の配置基準では、6001食を大

幅に超える大規模な給食センターであっても配置人数が一律である。 

取 組 の 

内  容 

 ・給食センター整備運営事業に関する入札公告や事業者選定に係る審査など 12

月の契約に向け、事務を進める。 

 ・令和 7年度からの全校実施に向けて、中学校の「給食指導マニュアル」を作成

し、令和 5年度からのモデル校での試行実施に向けた取組を行う。また、中学

校の配膳室等の整備を行う。 

 ・給食センター方式の栄養教諭の配置基準の見直し（増加）を、指定都市教育委

員会協議会を通じて国に要望する。 

ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル 

前期 

（～7月） 

□ （4月）給食センター整備運営事業の入札公告 

□ （7月）栄養教諭の配置基準の見直しを国に要望 

□ （7月）モデル校での試行実施内容の確定 

中期 

（～11月） 

□ （7～8月）第 5～7回堺市 PFI事業検討委員会の開催 

□ （9月）給食センター整備運営事業の落札者決定 

□ （10月）モデル校の保護者への説明 

後期 

（～3月） 

□ （12月）給食センター整備運営事業の事業者決定 

□ （1月）給食センターの設計開始 

□ （2月）給食指導マニュアルの作成 

□ （3月）モデル校教職員へのマニュアル研修 

□ （～3月）中学校配膳室等の改修 

次年度 

以降 

□ （令和 5・6年度）給食センターの設計及び工事 

□ （令和 5・6年度）中学校配膳室等の改修 

□ （令和 5・6年度）モデル校での試行実施・検証 

□ （令和 5・6 年度）中学校における給食に関する指導体制の構築に向けた教員

研修 

□ （令和 7年度）全員喫食制給食の開始 

進
捗
の
状
況 

前期 

（～7月） 

□ （4月）給食センター整備運営事業の入札公告 

□ （7月）栄養教諭の配置基準の見直しを国に要望 

□ （7月）モデル校での試行実施内容の確定 

中期 

（～11月） 

□ （7～8月）第 5～7回堺市 PFI事業検討委員会の開催 

□ （9月）給食センター整備運営事業の落札者決定 

□ （11月）モデル校の保護者への説明 
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後期 

（～3月） 

□ （12月）給食センター整備運営事業の事業者決定 

□ （1月）給食センターの設計開始 

□ （3月）給食指導マニュアルの作成 

□ （3月）モデル校教職員へのマニュアル研修 

□ （～3月）中学校配膳室等の改修 
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該当する 

施策 
3－（4）安心して学べる教育環境の充実 
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質の高い教育をみんなに 
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寄与する 
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